
＜研究報告＞

デンマークにおける触法知的障害者の保護処分制度について

佐々木 明 員

抄 録：デンマークの触法知的障害者の刑事司法は、２審制の裁判制度のもと、独自の裁判と

知的障害者保護観察処分制度が行われている。

知的障害者に特化した鑑定や審査会、ダイバージョンとしての保護観察による保護処分であ

る。保護処分の実施施設である知的障害者保護施設において、裁判の過程における鑑定及び保

護処分を実施している。また、保護処分施設はコンミューン管轄であり、犯罪進行度による５

区分の分類処遇により行われている。保護処分の内容は、知的障害者の障害特性とノーマライ

ゼイションの基準を保持し、地域における普通の生活を基本にした社会内処遇である。

デンマークの触法知的障害者保護処分に関する調査研究を報告し、触法知的障害者の日本に

おける触法知的障害者支援にあり方の検討に資する

キーワード：デンマーク、２審制裁判、触法知的障害者、ダイバージョン、保護処分、保護処

分施設

１ はじめに

デンマークの触法知的障害者の刑事司法は、２審制裁

判制度を基本にしつつも、独自の知的障害者裁判と保護

観察処分制度が行われている。

知的障害者に特化した裁判（知的障害者裁判）と非刑

罰的な保護処分による代替措置（ダイバージョン）とし

ての保護観察処分である。

本研究は、デンマークにおける知的障害者の障害特性

とノーマライゼイションの基準による知的障害者保護施

設における保護処分の内容及び課題を調査研究した。

知的障害者福祉の先進国、ノーマライゼイションの発

祥の国デンマークにおける触法知的障害者保護処分に関

する調査研究により、日本における触法知的障害者支援

のあり方の検討に資する基礎資料とすることを目的とす

る。

２ 研究方法

本研究は、平成２１年度から３年計画で実施の厚生労働

科学研究費補助金障害保健福祉総合研究事業における

「デンマークにおける触法知的障害者保護処分制度に関

する研究」の一環である。

平成２２年度厚生労働科学研究費補助金（障害保健福祉

総合研究事業 触法・被疑者となった高齢者・障害者へ

の支援の研究事業田島班分担研究者小林グループ研究調

査のひとつである「デンマークにおける触法知的障害者

保護処分制度に関する研究（継続研究第２年次）－地域

の予防システムと市民参加の裁判システム－」（調査担当

者佐々木明員、在デンマーク調査協力者銭本隆行）１）に

よる成果の一部である。

本研究は、平成２１年度に引き続きデンマークの現地調

査及び文献研究、デンマーク触法障害者支援関係者の招

聘セミナー等によって得られた情報を集約し、調査研究

した。

３ 倫理的配慮

本研究においては、個人情報に関する資料は含められ

ていない。また、学術論文等の作成当たっての倫理基準

に配慮し作成した。

４ 調査研究の結果

１．デンマークが触法知的障害者への裁判・行刑システ

ムを保護処分等による特化をする背景看護福祉学部臨床福祉学科
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デンマークは国民一人一人の自立と自己決定をなによ

りも尊び社会連帯を重視する。そんな国民性と社会のデ

ンマークでは、国政選挙の投票率が常に８０～９０％であ

り、所得の半分が税金等であっても誰もが安心して人生

を送れる平等な高福祉高負担による福祉国家の道を選

び、国民の幸福度世界一を維持している。汚職が少ない

クリーン度が世界トップの国であり、国民番号制により

全国民の所得内容が透明で不正蓄財ができないため平等

が保障されている。大金持ちが特権を牛耳る隙もなく国

民全体の豊かさを実現する生活大国である。そのため社

会的格差を起因とする社会的落ちこぼれはない。また僅

かな自転車の放置であっても罰金が科せられ、市民が選

択し決定したことに曖昧さや無責任な態度はない。一

方、禁固刑受刑者は収監される日時を都合の良い日取り

で決めることができる、裁判では法衣を着けてない裁判

所もあり、被告と同じ高さのフロアから参審員・陪審員

と裁判を行い、被告は弁護士をつけないで自己弁護で行

うことも少なくない。

国民の生活に密着した柔軟な国民参画の政治や行政、

自己選択・自己決定・自己責任の明瞭な社会である。

こうしたデンマークでは、触法及び被疑の知的障害者

の裁判及び刑事処分に関する特別な制度がとられてい

る。知的障害者は刑務所による処罰はなく、分類処遇に

よる知的障害者保護施設における保護観察処分が実施さ

れている。この知的障害者保護観察処分は、障害特性に

よる司法と福祉の一体的な適正処遇による実質的で実際

的な平等を具体化している。

知的障害に特化した仕組みを理解するには、デンマー

クにおける一般的な裁判制度との関連を述べる。

デンマークでは、触法精神障害者の場合においても、

触法精神科等の措置と治療の優先、自立更生のための機

会への参加を確保することを優先する実際的な方法がと

られ、矯正の実をあげる効率性と柔軟な方法の具体化を

図る施策も同様の考えである。刑罰一辺倒ではなく現実

対応の具体化、個別化が施策の特徴である。

換言するならば、地域レベルでの実施可能な施策の展

開である。自己選択・自己決定のユーザデモクラシーに

よる住民自治と社会連帯のさまざまな社会的試行の取り

組みであるといえる。

デンマークの裁判制度は、犯罪の重大性と量刑によっ

て参審制と陪審制の２審制がとられている。市民に開か

れた市民感覚の裁判が行われるとともに、知的障害者の

裁判にあっては、知的障害者に対する独自の裁判制度を

設けている。

とくに、デンマークでは、自己選択・自己決定・自己

責任が教育の基本になっており、知的障害者も例外では

ない。１８歳になると成人として早期年金を受給し親から

自立し生活をする。

しかし、障害特性である認知・コミュニケーション及

び自己弁護能力の制限、自己認知と受刑能力の制限、刑

務所環境における社会的適応性の阻害等の問題から、知

的障害者に特化した裁判と地域社会における矯正処遇の

コースを設け、矯正教育と再犯防止の地域生活支援を保

障する施策がとられている。

知的障害の鑑定を含め知的障害者保護施設等における

保護処分としての保護観察処分である。知的障害者保護

施設は日本における少年鑑別所の役割も担っている。保

護処分は刑罰ではなく、矯正教育的な位置づけであり、

裁判制度と区分 裁判の対象 裁判所の構成 裁判の役割・仕組み

有罪・無罪
の判決

量刑
措置
執行猶予・治療

否認事件 参審制
市民参加の裁判

拘禁刑４年以下 地裁
裁判官１名
参審員２名

高裁
裁判官３名
参審員３名

参審員と裁判官の合議による判
決・量刑の評決

重大事件 陪審制
（実質的には参審制）
高裁は量刑のみ上訴審あり

拘禁刑４年以上の
重罪の求刑予想の
場合

地裁
裁判官３名
陪審員６名

高裁
裁判官３名
陪審員９名

裁判官
陪審員
判決の協議

自白事件 自白事件
参審等を望まない
場合

地裁裁判官１名 地裁裁判官１名

表１ デンマークにおける２審制の刑事裁判の概要
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司法と一体化した自立更生と再犯防止の地域における福

祉的支援である。触法知的障害者の保護処分の実施はコ

ミューンの管轄となっており、コミューンの知的障害者

保護施設において支援が行われる。

２．デンマークの陪審制と参審制の２審裁判制度

デンマークは陪審と参審の２審制裁判制度（表１）

が、０８年より実質的に参審制審の裁判制度に改革され、

効率化と市民参加の裁判制度を進めた。陪審が否認及び

刑罰４年以上を担当し、４年以下の軽犯罪を参審が担う

審判に分けられている。裁判官と参審員・陪審員による

有罪無罪の判決及び量刑、その他の措置の協議が行われ

る。２）、３）

さらに、触法知的障害者の場合には、図１にある流れ

で、鑑定、審判、処分が行われる。

いわゆる「触法知的障害者裁判」にもとづく、ダイ

バージョン（代替処分）、保護観察処分の枠における触

法知的障害者処分制度である。

３．触法知的障害者保護処分制度

デンマークにおける触法知的障害者の保護処分（保護

観察処分）を行う触法知的障害者保護処分施設は、既存

のコミューン管轄の知的障害者施設に保護処分施設が指

定されている。先述のように、保護処分の実施はコ

ミューン所管である。在宅保護観察以外に、福祉施設に

おける保護処分施設としては、グループホーム・知的障

害者保護施設がある。

制限環境が軽度のType５～最も厳しいType１の閉鎖

型保護処分施設の５種５区分に分類される。

保護処分は、保護観察に付され居住する処分施設の区

分と遵守すべき事項にそって支援が行われる。

保護観察処分期間限度は、軽度障害者の場合５年以内

である。しかし、期限内に地域へのグループホーム等へ

の移行が、本人の希望や再犯のリスク条件との兼ね合い

からマッチングが困難である場合も少なくない実態があ

る。そのため保護処分の長期化の問題が生じている。

４．デンマークにおける触法知的障害者の犯罪の特徴

触法知的障害者の犯罪の特徴は、件数の多い順に、性

犯罪、暴行、放火、窃盗、店員への暴力などである。

我が国の犯罪の筆頭は窃盗・無銭飲食等の詐欺・盗品

関係が約５６％、強盗関係等７．３％、猥褻等６．４％、放火

６．３％、覚醒剤等５．１％と続く（平成１８年）。生活困窮を

起因とする内容が大半を占める。これに対してデンマー

クでは、知的障害者は１８歳から約３００万円の早期年金が

支給される生活保障がされており刑務所や保護処分施設

に収監されていても支給され食費等は自己負担である。

自立と地域生活の基本になる生活保障の違いが犯罪内容

にも現れている。

また、デンマークにおいては、触法知的障害者の１／

４は薬物依存症者である。デンマーク社会はアルコール

飲酒が青少年にも極めて寛容な文化となっており大きく

影響している。一方では移民者の薬物依存症者や犯罪も

指摘されている。

図１ 知的障害者保護観察処分に関するフローチャート

司法
地方裁判所

保護観察＝福祉的措置による保護観察
コミューン管轄の知的障害者保護施設等における保護観察の実施
在宅、ＧＨ、保護施設（区分１から区分５）

知的障害者保護施設（コミューン）における保護観察の監護権限
裁判所指定の後見人の決定
コミューン担当ソーシャルワーカーの個別支援

知的障害者保護施設における
鑑定・鑑別

逮捕
警察・司法当局が審査
委員会に処分の助言を
要請

保護施設で拘留、
知能検査等の実施

検査結果により審
査委員会が処分の
助言

判決
在宅・保護処分
施設で保護観察

処分終了

再犯防止の観察

治 療
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こうした薬物依存症による精神医療を要する触法障害

者の場合は、治療の措置や触法精神科への入通院による

治療が行われる。

５．知的障害者保護施設における保護処分施設の体系

保護処分施設の体系は犯罪の進行度によって、制限環

境の強い順に１～５のランクの分類処遇が行われてい

る。Type５においては在宅を含み知的障害者グループ

ホームなどの保護観察による支援環境である。Type１

は閉鎖処分施設である。こうした社会内処遇施設の保護

観察処分期間限度は軽度障害者は５年以内であるが、実

態は延長されることがある。地域生活に適合する住居と

再犯防止の解決の難しさがあり、社会的な環境整備のリ

スク管理と支援のあり方の両面から実践的対策を検討し

ていくことが必要であることを示している。触法知的障

害者の自立と地域生活を実現するためのインクルーシブ

ルな社会への道は、リスクを包含しながらノーマライゼ

イションの内実をレベルアップしていく取り組みでもあ

り、多様な可能性を模索することにある。社会のあり方

の模索である。

６．保護処分施設の区分

保護処分は、在宅から隔離型保護施設の分類で、障害

や犯罪の進行度に応じ、５区分のレベルの施設が設けら

れている。これにより支援の個別化ときめ細かな支援が

可能になるといえる。

日本の福祉施設における非行児童を処遇する措置施設

である児童自立支援施設において、制限環境の特別室

（保護室）の設けている施設は、国立武蔵野学院と国立

きぬ川学院がある。デンマークでは個室施錠はない。

地域の社会資源としての知的障害者施設が、更生保護

の分野においてもその機能を具備し、分類処遇による

ネットワークのシステムが市（Type５－４）、広域

（Type２－３）、全国（Type１）の３層の重層的構造で

整備されている。（表３）

我が国の重度多様化の傾向にある知的障害者施設が、

触法知的障害者の受け入れ困難な状況を顧みるとき示唆

に富んだシステムである。

それは、一律な対応ではなく、保護処分施設毎に機能

が分化しており、支援の対象と専門的支援条件が、分類

区分によって対象と役割が明確にされている。

支援の目的、対象者、専門性、基本的運営基準等の条

タイプ 施設の性格 対象者と支援体制

Type１ 相当程度の知的障害を持つ者のための隔
離型保護施設への収監。

他人へ危害を加える危険性が明白な者が対象。
国内で唯一の隔離型保護施設「Kofoedsminde」への収監。

Type２ 相当程度の知的障害を持つ者のための一
般保護施設への収監。
経過によって隔離型保護施設への収監の
変更がある。

職員が２４時間勤務している知的障害者の入居施設への収監。放火や強
盗、強姦などの他人に危険な犯罪を行った者が対象。
常時監視が必要で新しい罪を犯す危険性が出れば、裁判所の決定によ
り隔離型保護施設「Kofoedsminde」への収監に変更できる。

Type３ 相当程度の知的障害を持つ者のための保
護施設への収監の変更がある。

職員が２４時間勤務している知的障害者の入居施設での収監。放火や強
盗、強姦などの他人に危険な罪を犯し、常時監視が必要な者が対象。

Type４ Kommuneの観察の下で、Kommuneが定
める生活や仕事を行う。経過によって、相
当程度の知的障害を持つ者のための保護施
設への収監の可能性。

更生のための支援（生活支援や依存症治療など）を受けながら、
Kommuneの観察の下で自宅（入居施設やグループホームも含む）で生
活。
経過によって、裁判所の判断の決定により、保護施設へ収監を決定で
きる。

Type５ Kommuneの観察の下で、Kommuneが定
める生活や仕事を行う。

更生のための支援（生活支援や依存症治療など）を受けながら、
Kommuneの観察の下で自宅（入居施設やグループホームも含む）で生
活。

「SIGTEDE OG DOMFÆLDTE UDVIKLINGSHMMEDE UNDER KOMMUNALT TILSYN」
En ha�ndbog om lovregler og pædagogiske udfordringer (2009, NDU) 翻訳 銭本隆行１）

保護処分施設区分 保護処分の保護処分施設・内容

Ｔｙｐｅ５－４
在宅・アパート、知的障害者グループホーム
知的障害者保護施設
（大半がこれらに属する）

Ｔｙｐｅ３ 知的障害者保護施設

Ｔｙｐｅ２－３ 知的障害者保護施設（全国７ヶ所）

Ｔｙｐｅ１ 隔離型保護施設（全国１ヶ所）

表２ 保護処分類と対象者及び支援体制

表３ 保護処分施設の区分
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件の裏付けが伴うことを意味する。

奨励的努力義務では難しい支援の課題は、制度として

国・地域の仕組みが構築されることが、支援の地域シス

テムにおいて基本条件である。

デンマークは労働組合の組織率が７割以上であり、こ

うした制度の背景要因でもある。

７．保護処分施設の権能とコンミューンの触法知的障害

者のケア責任

デンマークにおける触法知的障害者保護処分施設は、

コンミューンの管轄と責任によって保護観察を実施して

いる。

ノーマライゼイション基準による権利保障を基盤にし

て、触法障害者特性に配慮した社会内処遇の効果を期待

し、非行の矯正教育・再犯防止のための処分区分毎の制

限的環境における日本における「遵守事項」の指導が行

われる。

この場合、支援の課題に、ノーマライゼイション基準

の権利保障と非行の矯正教育の実施及び再犯防止のバラ

ンスがある。具体的には、矯正教育の実施における処遇

環境と専門的支援職員の矯正教育における非行行動の改

善と再犯防止であり、その制限環境における基準が遵守

事項になる。

デンマークにおける触法知的障害者保護施設のケア責

任と保護施設の基本的権能はコンミューンにあり、運営

されている。刑事司法（刑法）と司法福祉（社会サービ

ス法）及び触法精神科（医療法）の関係においてシステ

ム化された制度である。

コンミューンは保護観察に関する報告を年２回高等検

察局に報告する。

保護観察処分の実施は、保護処分施設所長に処分の変

更、解除の意見をあげる権限があり、権限をともなった

司法福祉の体制になっている。

保護観察処分の早期切り上げや終了、変更は高等検察

局が高等裁判所へ諮り最終決定されるが、保護処分施設

の意見は重視される。

５区分の保護施設が有機的に、且つ保護観察による司

法福祉的機能を保全するものとして、コンミューンの権

能は、司法判断への意見をあげ、別のより制限的ランク

の保護処分施設への収容変更を可能にしている。（表４）

矯正教育の支援の現場に即した、５区分のネットワー

クの処遇体制である。このことは、支援の実態に応じた

適正な非行の改善と再犯防止のリスクマネジメントを保

障している。

いずれにしろ、コミューンの所管であり、社会内処遇

を基盤とする処遇を可能にするために類型化の体制、運

営機能を保全する保護観察における遵守事項の監護権能

によるリスクマネジメントを確保している。

我が国の児童自立支援施設と保護観察処分（保護観察

所の管轄）を融合した機能に類似する。

８．保護処分施設における生活

保護処分施設における触法知的障害者の生活は、保護

処分の内容に規定されている事項以外は国民の基本的権

利が保障され、普通の個人の地域生活が維持されてい

る。

つまり、犯罪の進行度と障害特性に配慮しながら、個

別の地域生活を維持しながら矯正処遇を進めるノーマラ

イゼーションの基準が基盤になっている。

また、保護処分施設における再犯等の事件の対応は、

警察・検察等によって行うことになっている。保護処分

施設の職員の信書、私物の検閲や個室への入室による直

接介入、個室の施錠は禁止されている。Type１の隔離

型保護施設における隔離の内容も保護施設と外界との施

錠による制限であり、個室の施錠は禁止されている。保

護施設の与えられた権能と、刑事司法としての役割は分

けられている。

１）外出は、保護施設収容のランク毎（Type１～Type５）

に制限がある。単独か職員の監護が伴う外出かの条件や

外出時間や回数等の制限である。

２）保護処分においては、外出の制限や遵守すべき事項

以外は基本的権利は普通に保障される。

日本の少年院、刑務所等の刑事施設における処遇をデ

ンマークと比較すると特段の差がある。日本の刑事司法

は応報の処罰の体系における保護処分や刑罰であり、生

活も全てが制限され矯正の手段となっている。自由刑の

内容は生活内容全体が区分されて制限されている。改善

の度合いによって生活条件が進級する仕組みになってい

る。

デンマークでは、触法の障害者・高齢者における障害

保護施設Type（区分） 保護処分施設の収容に関する権能

保護処分施設 Type２ コンミューンは、司法判断への意見をあげ、Type１への収容ができる。

保護処分施設 Type３ コンミューンは、司法判断への意見をあげ、Type１への収容ができる。

保護処分施設 Type４ コンミューンは、司法判断への意見をあげ、保護施設へ収容ができる。

表４ 保護処分施設における保護処分の権限
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や自立の状況の基本的特性にもとづき、個別に配慮し、

対応においては基本的人権に配慮されている。基本的生

活は刑罰の対象にはなっていない。

・１８歳以上の障害者の場合、自立に必要な早期障害者年

金が支給されており、収容中も支給が継続されており、

生活のための受給年額は約３００万円は変わらない。退所

後の生活に困ることはなく再犯のリスクも経済的条件か

ら見た場合はないといえる。保護処分施設においても自

己負担の利用料徴収があり、義務履行も伴っている。

３）日常の生活

・個室のプライバシーは保護され、職員による個室の施

錠は禁止されている。

・私物・個人の金品は保護され、検閲は禁止されてい

る。

・信書・電話等通信は自由であり、検閲は禁止されてい

る

・面会・交友・恋愛は自由である。

４）授産等の作業活動等の参加は、処分内容に含まれて

いなければ、拒否できる。

日本における自立と就労のとらえ方とデンマーク国民

一般もとらえ方も大きく違う。罰としての懲役というこ

とは、デンマークの保護処分としての考えにもない。

５）違法薬物の所持等の対応は保護施設は行わず、通報

等によって警察が行う。

また触法薬物依存症者の場合は、治療が優先され、コ

ンミューンの医療施設や触法精神科で治療が行われる。

５ 考 察

１．デンマークにおける知的障害の刑事司法としての保

護観察処分は、障害特性に適した制度であり、刑事司法

の全過程にこれらの配慮が行われている。

知的障害の障害特性や個々の状況に応じて、警察、検

察、裁判、鑑定・鑑別、保護処分の各段階で、適切な対

応を保障するために、必要な医師、臨床心理士、OT、

PT、ソーシャルワーカー等の専門職や関係機関が協力

したティームアプローチの審査委員会が設置され、鑑

定・鑑別と保護処分の助言を行っている。

これにより検察や裁判所が適正な処分内容の検討や保

護処分が決められる。

２．鑑定・鑑別は知的障害者保護処分施設における生活

をとおして行われる。したがって、日本における鑑別機

能を担っている。個々の状態を総合的に把握し審査委員

会の助言が作成される。平均７か月かかっているが、生

活実態に即し、診断・評価と処遇の意見が検察又は裁判

所に出される。鑑別のフィールドが、地域の生活を通し

た現実的な生活の適応状況の観察を通して、更生の方向

性が検討される。また、保護観察の保護処分の実施に向

けた基礎的な資料が得られる。こうした実証的な検討を

踏まえ、司法と地域福祉ケアにおける連携の一貫性が保

たれる。

３．５区分による重層的地域社会内分類処遇は、個別の

非行・犯罪の状況や障害特性の対応を具体化できる条件

の可能性をもち、矯正教育の効果が期待できる。しか

し、現実には分類処遇の区分はクリアカットではなく、

施設と処分対象者の相対的な関係で変動し、区分の境が

曖昧で重複する状況も報告されている。

４．コンミューンの保護処分におけるリスク管理権限が

保障されている。具体的には、リスキーな事態ではより

制限環境の高い区分施設への変更ができる仕組みがあ

る。

また、日常の矯正教育的支援はコンミューンが具体化

し実施する。保護施設は高等検察局への報告を年２回行

うこととしているが、基本的にはコンミューン所管の保

護施設の方針が尊重されることが基本的な関係にある。

行政は縦割りではなく、地域システムとしての統合さ

れた総合的支援体制である。地域社会を行政システムの

基盤としてボトムアップする施策が基本である。運営と

権限、役割分担と機能連携が地域で統合・総合化されシ

ステム構築されている。それは市民感覚による施策、制

度への参画システムが基盤になっており、コンミューン

における効率化と地域特性反映の具体化が行われる。福

祉の当事者は、障害者委員会や高齢者委員会委員の国政

選挙があり、議会は当事者委員会の意見を参考に施策・

立法の検討が行われる。こうした社会制度の見直しと変

革が常に行われている。

５．司法・福祉の地域連携体制や専門の関係者の参与が

適切に行われている。デンマークは福祉・医療・保育・

教育・介護等も含め国民の３割は公務員の国である。

その中で、例えば障害児者施設の専門職ペタゴーの養

成も、福祉施設等での実習や実習後半はインターン制度

によって有給実習を行うなど、養成大学と現場の協業に

よって専門職養成が行われ、社会全体が連携・協業の仕

組みになっている。こうした専門職養成のシステムが、

時代のニーズに対応し、理論と技術と資質を備えた質的

に高い安定的専門職を生み出している。したがって専門

職としてのティームアプローチが業務システムとして確
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立している。触法知的障害者の支援における状況も同一

のシステムで機能している。

しかし、人件費コストの多さが課題になっている。一

概にはいえないが、日本の児童自立支援施設との対比で

は、少なくとも３倍以上のコストと思われる。そのた

め、専門職配置においては、常勤職員の必要な配置を基

本にして、非常勤専門職配置のコンビネーションを基本

としている。

６．セフティネットとしての地域におけるトータルサ

ポートシステムが機能している。国民一人一人へのコン

ミューンケースワーカーや家庭医等の個別担当制による

総合的一貫的マネジメントシステムが生誕後から保障さ

れる。

触法知的障害者には裁判所から後見人の配置等が行わ

れ、こうした幾重のサポートシステムが、再犯や累犯の

防止と更生保護による地域ケアのセフティネットして機

能し支えている。

７．再犯防止のセフティネットである早期年金の所得保

障による生活の安定が基盤にある。デンマークでは、日

本の貧困と生活困窮を主因とする圧倒的な窃盗等の犯罪

は基本的に少ない。格差なき平等社会である基盤の違い

である。

８．処分における権利平等とノーマライゼイションの基

準が貫徹されている。この点は福祉的対応における矯正

教育と社会内処遇の原則であり特徴である。懲罰ではな

く、社会生活の継続と自立の支援による安定が基本に

なっている。

９．処分後の等質集団や生活スタイルの選択適合におけ

る地域生活の問題がある。

成人の場合においては、本人の選択における自己決定

の尊重と再犯防止的観点から保護処分期間が長期化して

おり、差別的と批判がある。

また、軽度の場合には期間の限度があるが、重度知的

障害者の場合は限定されていない問題もあり、人権上の

差別処遇であるとの批判がある。

再犯や生活レベルが等質なグループの形成の困難によ

る適正配置が滞る問題が背景にある。デンマークの良く

も悪く見放さない、継続的支援おけるジレンマでもある

ともいえる。

日本でも重度多様化と触法障害者の福祉施設における

支援において混合処遇の問題が大きな課題として指摘さ

れている。

自立度に応じた分類処遇の区分に基づく支援制度と触

法知的障害者の障害の理解と能力差の実態のギャップの

問題にどのように改善策を見いだしていくのかが重要な

課題となっている。

６ 結 語

デンマークにおける触法知的障害者の刑事司法と福祉

の一体化した保護処分制度について、次の諸点の実態と

課題を考察した。

１．障害特性に応じた裁判、鑑定、裁判における審査委

員会の関与、保護観察処分施設における５区分の内容、

保護処分とノーマライゼイション基準に基づく支援環

境、コンミューン主管の保護処分施設における権限と総

合的な行政間の機能連携、専門職のティームアプロー

チ、地域のケアと保護処分の長期化の問題などである。

２．こうした司法と福祉が連携した制度と、地域のコン

ミューンが責任を持ち更生保護を進めていることなどに

ついて、日本における触法知的障害者の支援における支

援モデルとして取り上げた。

今後、本稿を踏まえ、日本における触法知的障害者支

援のあり方について検討を具体化していきたい。
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